
新エネルギービジョンの推進に関する
令和５年度の取組状況と課題について

令和６年２月21日

三重県 雇用経済部 新産業振興課
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 国全体でカーボンニュートラルを推進する中、三重県では、令和５年３月に新エネル
ギービジョンを改訂するとともに、ゼロエミッションみえプロジェクト推進方針を策定。

 脱炭素社会の実現に向けた対応など世界的な潮流を的確にとらえつつ、国のグリーン
成長戦略もふまえ、県内地域産業の成長に向けた絶好のチャンスとするため、環境と
経済の好循環の創出を図るゼロエミッションみえプロジェクト推進方針を掲げ、この
柱の１つとして、「再生可能エネルギーの導入・利用促進」を推進。

 新エネルギービジョンでは、国の第６次エネルギー基本計画に基づく三重県への新エ
ネルギーの導入推定値や、これまでの導入実績の傾向を勘案し、令和８(2026)
年度までに、一般家庭で消費されるエネルギーの94.0万世帯に相当する新エネル
ギーを県内に導入するという目標を設定。

 今回は、三重県における再エネの導入状況や国の動向など、昨年度からの進捗・課
題について御報告する。

 現状の評価をいただくとともに、今後発展させるべき取組や課題として対応すべき事
項、持つべき視点について御議論いただきたい。

本日御議論いただきたい事項



１．三重県における新エネルギーの導入実績

２．現在の主な取組

３．今後の取組方針
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① 固定観念からの脱却
エネルギー政策は国に任せ、電力供給は電力会社に任せるという固定観念から脱却し、県として我が国の抱えるエネル

ギーの課題に地域から積極的に貢献。

② 地域におけるエネルギー創出への貢献
防災対策等から小規模分散型電源によるエネルギー確保も目指した、県内の地域資源や地理的特性を生かしたエネル

ギー創出。

③ 脱炭素社会の実現への貢献
ライフスタイルや事業活動の変革を促し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出抑制に貢献。

④ エネルギーと連動した産業振興や地域づくりへの貢献
県内企業の創エネ・省エネ・蓄エネの技術開発や次世代の地域エネルギー等の活用による環境・エネルギー関連産業の振

興に向けた戦略的な展開により、三重県の持続可能な地域活性化に貢献。

⑤ 協創の推進
県民、事業者、行政などが、それぞれより多くの主体の参画を促しながら、「協創」の理念に基づいて、地域全体で「みえの

地域エネルギー力」の向上に取り組む。

新エネルギービジョンで目指す将来像・理念

【１】新エネルギーの導入が進んだ社会
【２】環境に配慮し効果的なエネルギー利用が進んだ社会
【３】環境・エネルギー関連産業の振興による元気な社会

＜基本理念＞

＜３つの将来像＞



エネルギーの種類
R４年度

【R３年度実績】
R５年度

【R４年度実績】
中期目標(R８年度)
【R７年度集計】

比率【%】

①太陽光発電
250.4万kW
(39.8万世帯)

279.9万kW
(44.5万世帯)

267.8万kW
(42.5万世帯)

104.5%

②太陽熱利用
0.2万kL

(0.1万世帯)
0.2万kL

(0.1万世帯)
(0.5万kL)
(0.3万世帯)

43.8%

③風力発電
20.3万kW
(5.0万世帯)

20.3万kW
(5.0万世帯)

26.4万kW
(6.5万世帯)

76.7%

④バイオマス発電
15.5万kW
(13.3万世帯)

15.7万kW
(13.4万世帯)

16.1万kW
(13.8万世帯)

97.5%

⑤バイオマス熱利用
(5.1万kL)
(2.7万世帯)

(5.4万kL)
(2.9万世帯)

(7.6万kL)
(4.1万世帯)

70.5%

⑥中小水力発電
0.64万kW
(0.5万世帯)

0.64万kW
(0.5万世帯)

0.82万kW
(0.6万世帯)

78.2%

⑦コージェネレーション
（燃料電池を除く）

48.2万kW
(13.8万世帯)

54.3万kW
(15.6万世帯)

52.4万kW
(15.1万世帯)

103.5%

⑧燃料電池 0.5万kW
(0.1万世帯)

0.6万kW
(0.2万世帯)

2.4万kW
(0.7万世帯)

25.1%

⑨次世代自動車 22.1万台
(4.4万世帯)

23.1万台
(4.6万世帯)

31.7万台
(6.3万世帯)

72.8%

⑩ヒートポンプ 16.9万台
(3.5万世帯)

18.4万台
(3.8万世帯)

20.8万台
(4.3万世帯)

88.6%

従来型一次エネルギーの削減量
(世帯数換算）
①～⑩ 合計

83.1万世帯 90.4万世帯 94.0万世帯 90.4万世帯
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三重県における新エネルギーの導入実績
 令和５年度現在、中間目標に対して96%（目標94.0万世帯、現状90.4万世帯）。
 太陽光発電については、令和５年度時点で中期目標を達成（108%）するも、他電源等は、
ほぼ横ばいで推移。
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（参考）新エネルギービジョンの概要



（参考）ゼロエミッションみえプロジェクト推進方針
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（参考）S+３Eについて

出典：経済産業省HP



１．三重県における新エネルギーの導入実績

２．現在の主な取組

３．今後の取組方針
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取組方向１：新エネルギーの導入促進
・太陽光発電施設の適正導入の促進・購入支援
・洋上風力発電に関する市町への情報提供等
・公共施設等への新エネルギーの導入・管理

取組方向２：家庭・事業所における省エネ・革新的なエネルギー高度利用の推進
・地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）による中小企業支援
・三重県次世代エネルギーパーク等による環境教育
・家庭向け省エネ家電の購入支援

取組方向３：創エネ・畜エネ・省エネ技術を活用したまちづくりの推進
・地産地消型エネルギーシステムの導入

取組方向４：環境・エネルギー関連産業の育成と集積
・環境・エネルギー関連技術支援

取組方向５：次世代の地域エネルギー等の活用推進
・バイオリファイナリーの推進
・水素・アンモニアの利活用

令和５年度の主な取組
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太陽光発電の現状と検討課題

 令和５年度末時点での導入量は279.9万kW。
 令和４年度から29.6万ｋW増加。
 三重県は2021年の日照時間（年間）が2,165.6時間で全国13位※と良好な日照環境に
あり、今後も導入が進むと考えられる。

 今後、さらなる太陽光発電の導入拡大や維持管理に向けては地域との共生が重要。そのため
の検討課題として、適切な保守点検・維持管理及び人材育成、説明会など地域共生の在り
方、廃棄・リサイクル、ペロブスカイト等の新技術開発動向を踏まえた立地の検討等が挙げら
れる。

※統計でみる都道府県のすがた2018（総務省統計局）より

分析

 良好な日照環境等から、導入
がかなり進み、すでに中間目標
は達成。

 今後もさらなる導入が見込まれ
るが、導入増に伴い地域トラブ
ルに関する相談も増加。

 地域との共生を踏まえた再エネ
導入の在り方について要検討。

（kW）

取組方向１ 新エネルギーの導入促進
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風力発電の現状と検討課題

 令和５年度末時点での導入量は20.３万kW。
 令和４年度からは新たな施設は稼働しておらず、横ばいで推移。
 三重県は、陸上では、年平均風速5.5m/s以上の土地が県土の概ね３分の１を占めてい
る。加えて、洋上についても、伊勢湾口から志摩半島沖にかけて、一定のポテンシャルがある。

 風力発電の導入拡大に向けた検討課題として、景観や環境への影響など地域との共生、
保守点検・維持管理及び人材育成等が挙げられる。

分析

 導入が鈍化している要因として、
陸上風力については風況の良い
地域に早々に施設が設置されて
いるため、現時点での適地が少な
くなっていることが考えられる。

 三重県では洋上風力のポテンシャ
ルも比較的高いことから、今後検
討を進める。

取組方向１ 新エネルギーの導入促進
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 目標値に向け、概ね順調に増
加している。

 今後、施設増加に伴う燃料の
安定調達が課題。

 今後、未利用材や廃棄物を活
用したバイオマス発電の利用促
進も重要。

分析

 令和５年度末時点での導入量は15.７万kW。
 令和４年度から0.2万ｋW増加。
 三重県は県土の概ね３分の２を森林が占めており、目標値に向け、概ね順調に増加してい
る。

 バイオマス発電の導入拡大に向けた検討課題として、地域との共生、燃料の安定調達、未
利用資源の活用等が挙げられる。

バイオマス発電の現状と検討課題

取組方向１ 新エネルギーの導入促進
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中小水力発電の現状と検討課題

 令和５年度末時点での導入量は0.6万kW。
 令和４年度からは横ばいで推移。
 導入が鈍化している要因として、開発余地の奥地化等に伴う、開発・建設時のコスト面の課
題等が考えられる。

分析

取組方向１ 新エネルギーの導入促進

 導入が鈍化している要因として、
残された開発余地が奥地化し
ていること、大規模な開発余地
が減っていることから、開発期間
の長期化・開発リスクの増大が
課題。

 今後は、農業水利施設など適
地の検討に加え、老朽化した
既存設備のリプレースにあわせ
た高効率化なども要検討。
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（参考）太陽光発電設備の購入支援
◆太陽光発電設備等共同購入事業

・対象者：三重県に在住している個人・事業者

・対象設備：太陽光パネル（10kW未満）、

太陽光パネル（10kW未満）＋蓄電池、蓄電池の３パターン

・参加受付期間：令和5年5月16日～令和５年９月13日

・参加登録数：1,886世帯

◆太陽光発電設備等設置費補助事業（事業者向け）

・対象者：三重県内の事業所・事務所

・対象設備：太陽光発電設備（50kW以下）、

蓄電池設備（50kWh以下）

・補助額：太陽光発電設備（５万円/kW）、蓄電池（費用の1/3）

・募集期間：令和５年８月９日～令和５年11月６日

◆太陽光発電設備等設置費補助事業（個人向け）

・対象者：三重県に在住している個人

・対象設備：太陽光発電設備、蓄電池設備

※容量は、市町（補助事業者）が設定

・補助額：太陽光発電設備（７万円/kW）、蓄電池（費用の1/3）

・募集期間：市町（補助事業者）が設定

環境生活部環境共生局地球温暖化対策課
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（参考）太陽光発電の適正導入について

◆三重県太陽光発電保守点検事業者データベース登録制度

太陽光発電の保守点検事業者の実態把握と事業者への情報発信
のため、「三重県太陽光発電保守点検事業者データベース登録制度」
を設置。

・令和５年度時点 登録11事業者

◆太陽光発電事業保守点検技術向上研修

発電事業者の保守点検の重要性の理解・適切な実施の促進及び太
陽光発電設備の保守点検を行える事業者の育成のため実施。

・令和５年12月７日実施 参加者14人

◆三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインの策定

自然環境や景観との調和が地域課題として顕在化していることから、太陽光発電施設の適正導入を図
るため、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」を策定。
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（参考）洋上風力発電に関する取組

◆洋上風力発電施設３Dイメージデータ作製業務委託

令和４年度に実施した三重県再生可能エネルギーポテンシャル調査の結果に基づき、洋上風力発電

のポテンシャルを有する地域に対し、洋上風力が建設された場合、景観上の影響を検討する際の情報

（景観フォトモンタージュ、３Dイメージデータ）を提供。

出典：「平成28 年度国土交通白書」（国土交通省）

＜３Ｄイメージデータ例＞



18

◆洋上風力発電に関する市町合同勉強会

県と４市町（伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町）合同で、地域との共生、環境への影響、経

済波及効果など、洋上風力発電について研究する勉強会を開催。

（参考）洋上風力発電に関する取組
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（参考）公共施設等への新エネルギーの導入・管理
◆公共施設等への新エネルギーの導入指針

「三重県新エネルギービジョン」に基づき、新エネルギーの導入目標達成のため、「公共施設等への新エ
ネルギーの導入指針」を策定し、県有施設への新エネルギーの導入を進めています。
令和4年度 太陽光パネルの導入 約32kW

次世代自動車の導入 約84台（ハイブリッド自動車）
新エネルギーの導入量（累計） 約1,740kW

◆伊賀庁舎太陽光発電設備等導入事業

（PPA事業）

運転開始予定：令和6年4月1日から
設備能力：パネル 173.02kW

パワコン 134.9kW
蓄電池 30kWh

※車庫、カーポートの屋根に設置

発電した電気を庁舎及び電気自動車に供給す
る予定。

◆電気自動車SAKURA

三重日産自動車株式会社より寄贈

環境生活部環境共生局地球温暖化対策課環境生活部環境共生局地球温暖化対策課
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取組方向２
家庭・事業所における省エネ・革新的のエネルギー高度利用の推進

省エネの取組の現状と検討課題

CO₂排出量の構成比 エネルギー起源 CO2排出量の構成比

 部門別の構成比では、CO₂排出量に占める
産業部門の割合は55.3％と最も多く、この割
合は全国に比べても高い。

 CO2全体の排出量のうち、エネルギー起源排
出量が 92％を占めており、そのうち石油、ガス
など電気以外のエネルギーによる排出割合が
63％。

分析

 将来の排出規制強化など経営上のリスクに
なる一方、事業活動の中で資源の効率的な
利用や省エネルギーの徹底、再生可能エネル
ギーの導入等、環境に配慮した経営に取り組
むことによる、競争力強化や生産性向上が期
待できる。

出典：「三重県地球温暖化対策総合計画」

34.0%

17.4%
15.9%

17.7%

7.5%

4.1%3.0%

産業部門

55.3%

業務その他部門

9.6%

家庭部門

11.1%

運輸部門

14.3%

エネルギー転換部門

1.9%

工業プロセス部門

4.9%

廃棄物部門

2.9%

外円：三重県

22,163千t-CO₂

内円：全国

1,044百万t-CO₂

（2020年度）
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取組方向２
家庭・事業所における省エネ・革新的のエネルギー高度利用の推進

企業等に対する取組支援

◆令和５年度脱炭素経営支援事業

アドバイザーによる面談形式での温室効果ガス排出量の現状把握、
ＳＢＴの認定基準に準じた中長期の温室効果ガス削減目標の設定に
関する助言など、脱炭素経営への取組に関する個別支援の実施。
・令和５年度 登録事業者 ４社

環境生活部環境共生局地球温暖化対策課

◆地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

・令和５年度採択された株式会社百五総合研究所と一般社団法
人省エネプラットフォーム協会が実施する、中小企業への省エネの取
組を支援。
・株式会社百五総合研究所と共催で脱炭素・省エネセミナーを実
施。
・令和５年７月２４日 参加企業数 ４０社
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家庭向け省エネの取組

◆みえ省エネ家電購入応援キャンペーン

・対象者：三重県に在住している個人
・対象店舗：みえ省エネ家電推進協力店舗に登録している店舗
・対象設備：エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、LED照明器具、

電気温水機器（エコキュート）
・申請受付期間：令和４年12月22日～令和５年４月27日

＜キャンペーンの結果＞
・申請件数：14,352件、交付件数：14,077件
・購入機器総額：3,252,725,713円
・購入された省エネ家電の総数：15,180台
・経済効果：約33億円

環境生活部環境共生局地球温暖化対策課

当キャンペーンで購入した
省エネ家電の値により
算出した削減効果

総消費電力削減量/年 総CO²排出削減量

4,594,666kWh 2,024,297ｔ

＜申請者の年代別割合＞

取組方向２
家庭・事業所における省エネ・革新的のエネルギー高度利用の推進
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環境教育の取組
◆三重県次世代エネルギーパーク
平成２１年８月５日に経済産業省・資源エネルギー庁長官の認定

を受け、楽しみながら新エネルギーを「見て・触れる」機会を設けるとともに、

ホームページなどを活用して施設を紹介。次世代エネルギーについての県

民の理解と普及促進を図る。

・令和５年度時点 県内 ２３施設

・「令和５年次世代エネルギーパーク夏休み見学ツアー」を実施

・見学先 青山高原ウィンドファーム

・参加者 １５組３１名

◆みえ出前トーク
「もっと知りたい！くらしの中の新エネルギー」 を

テーマに、東日本大震災や福島第一原子力発電

所の事故をきっかけに、一変したエネルギーをめぐる

状況について、太陽光発電などの新エネルギーを

中心に、その現状や課題、国や県の取組、最近の

動向などについて紹介。

・令和５年度 ４件

（三重県立名張青峰高等学校等）

次世代に対して、再エネへの更なる理解促進が重要
⇒次世代エネルギーパークや教育分野と連携し、既存事業の強化や新事業の導入を検討

取組方向２
家庭・事業所における省エネ・革新的のエネルギー高度利用の推進
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（参考）国の省エネ支援

出典：経済産業省HP
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取組方向３ 創エネ・畜エネ・省エネ技術を活用したまちづくりの推進

 松阪市、鈴鹿市が新電力会社を設立。尾鷲市ではおわせSEAモデル協議会において、尾鷲三田
火力発電所用地の効果的な活用による地域産業の振興を主眼に、活用方法について具体的な
取組を協議・検討している。

 このように、県内では、地域課題解決に向けた地域主体のまちづくり支援やエネルギーの地産地消の
実現に向けて取り組む動きがある。

 県においても、地産地消型エネルギーシステムの検討に向けて、来年度可能性調査を実施する。

エネルギーの地産地消の取組の現状と検討課題

出典：経済産業省HP

【課題】

・比較的エネルギー消費が見込める地域でな
いと事業採算性が合わない。

・地域関係者との合意形成が必要。

・インフラが整っていない場所ではイニシャルコ
ストがかかる。

・電源に加え、蓄電池などを用いるなど何らか
の調整力が必要。
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【地産地消型エネルギーシステム関連】

【Ｊ－クレジット等の効果的な活用方策について、農林水産それぞれの
分野における調査・検討】

（重点・新規）「ゼロエミッションみえ」プロジェクト総合推進事業 令和５年度予算額 16,186千円
企画課 059-224-2025

【洋上風力発電関連】

(ⅰ)  森林由来のJ－クレジット

森林由来のＪ－クレジットについて、県内での認証を促進するととも
に、企業等により多く購入してもらえるよう、効果的な仕組みや情報発
信について検討します。

(ⅱ) 農地におけるJ－クレジット
農地における新たなＣＯ２吸収方法の研究開発事例の調査を行うと

ともに、県内の農地での活用の可能性について検討します。

(ⅲ) 藻場等におけるカーボン（ブルーカーボン）のクレジット
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合が社会実装を進める「ブ

ルークレジット」の取組について調査するとともに、本格的な普及を見
据え県内での活用の可能性について検討します。

再生可能エネルギーを安全・安心な地域の電力として蓄電池等も活用
しつつ安定的に供給し、その地域の住宅や事業所などで消費する「地産
地消型のエネルギーシステム」の導入は、地域経済の活性化につながる
ことが期待されています。
このため、市町や事業者等と連携しつつ、県内の地域における同シス

テムの導入に向けて、発電に係る地域資源の賦存量や地域の電力需要な
どを含めた現状と、エネルギーマネジメントに係る課題の把握を進める
とともに、具体的な取組方向の検討を行います。

・ 洋上風力発電設備の設置に関しては、地域におけるメリット・デメ
リットを十分考慮したうえで検討する必要があります。
設置する場合のメリットについて、余剰電力を利用した水素製造施設

の設置など、地域経済活性化に寄与するプロジェクトの検討も含め、関
連産業や雇用の創出に係る地域経済への影響を調査します。

・ 洋上風力発電設備の設置や維持管理の際に必要となる基地港湾について
県内港湾施設のポテンシャルを調査・検討します。

「ゼロエミッションみえ」プロジェクトの推進に向けた調査・検討

発電事業
（地域資源の活

用）

エネルギーマネジメント
（地域における新たなビジネス）

電力小売事業

・発電事業者から電力を仕入
れ、消費者に販売

電力使用

・地域における電力の需給バ
ランスを最適化するため、
再生可能エネルギー等の電
力需給調整や電力使用の制
御などを行う

（例）SPC（特別目的会社）

・再生可能エネルギー

・蓄電池

・EV
・燃料電池（水素）

地産地消型エネルギーシステム

余剰電力から
水素製造・貯蔵

電力を
直接供給

水素貯蔵 燃料電池

洋上風力発
電

カーボンゼロ・データセンター

水素から燃料電池
により電力供給

＜地域経済活性化プロジェクトの事例イメージ＞

大規模商業施
設

住宅・学校

等
データセン
ター

需要把
握・予
測・調整

供
給
調
整

風
力

太陽
光

バイオマ
ス

工場

電
力
供
給

電力
供給

同一事業者の
場合もある

②Ｊ－クレジット等の効果的な活用方策 5,000千円

①再生可能エネルギーの特性を生かした地域経済の活性化プロジェクト 10,000千円

（参考）地産地消型エネルギーシステムの導入

政策企画部企画課



27
政策企画部企画課
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 松阪市は、東邦ガス株式会社、株式会社第三銀行（現・三十三銀行）、三重信用金庫（現・桑
名三重信用金庫）との共同出資で「松阪新電力株式会社」を平成29(2017)年11月に設立しまし
た。松阪市クリーンセンターで発電された電気を松阪市の公共施設等へ供給することで、エネルギーの
地産地消を実現しています。

 また、事業で得た利益を松阪市が地域振興のために設立した基金を通じて活用することで、地域活性
化の取組を推進しています。

（参考）松阪市による新電力

出典：松阪市HP
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（参考）鈴鹿市による新電力
 鈴鹿市は、東邦ガス株式会社、アーバンエナジー株式会社および株式会社三十三銀行と共同出資
して、2022（令和4）年9月28日に、電力の地産地消および脱炭素化の推進を目的として地域
新電力会社「鈴鹿グリーンエナジー株式会社」を設立しました。

 「鈴鹿グリーンエナジー株式会社」は、鈴鹿市の廃棄物焼却施設「清掃センター」の廃熱を利用し発
電した電力や、市内の太陽光発電所などから電力を調達し、2023（令和5）年4月から市の施設
47カ所に供給しています。

出典：鈴鹿市HP
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地域が主体となったまちづくり支援

◆おわせSEAモデル協議会
尾鷲市、尾鷲商工会議所および
中部電力が、尾鷲三田火力発電
所の跡地を「新たなエネルギー」
と「豊かな自然の力」で、産業、
観光、市民サービスを融合した
拠点として、人々が集い活気あ
ふれる「ふるさと尾鷲」を目指
していきます。

（オブザーバー：三重大、三重県）

（参考）おわせSEAモデル

出典：おわせSEAモデル協議会HP
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（参考）脱炭素先行地域の概要

「脱炭素先行地域」とは、全国で脱炭素の取組を展開していくための「実行の脱炭素モデル」となる地域。
2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴う

CO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても
国が掲げる全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現することを目指す。
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（参考）脱炭素先行地域の支援策
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取組方向４ 環境・エネルギー関連産業の育成と集積



取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進

◆バイオリファイナリーの推進

最新技術等の情報共有により、ネット

ワークを拡充し、企業や大学とともに研究

開発プロジェクトの構築に向けた取組を進

めるなど、啓発活動や情報発信等を進め

る。

・「みえバイオリファイナリー研究会セミナー」

を実施。

・令和５年１２月２２日

・参加者49人

バイオリファイナリーの推進
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取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進

◆メタンハイドレートに関する情報収集

日本メタンハイドレート調査株式会社による試掘・簡易生産実験が、志摩市沖で実施（6月～7月試掘）。
試掘井２箇所のうち１箇所で採取された検体について詳細な検査が行われている。

メタンハイドレートの情報収集
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出典：経済産業省HP
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•取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進
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•取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進



参画機関

行政
（１６）

中部経済産業局、中部地方整備局、中部地方環境事務所
岐阜県、愛知県、三重県
名古屋市、碧南市、豊田市、東海市
知多市、田原市、みよし市、四日市市
名古屋港管理組合、四日市港管理組合

経済団体
（３）

名古屋商工会議所、（一社）中部経済連合会、中部経済同友会

民間
（２）

株式会社ＪＥＲＡ、中部圏水素利用協議会

三重県、四日市市、四日市港管理組合は
普及促進ＷＧに参画

中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議
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取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進



◆みえ環境フェア
日 時：令和５年１２月１０日（日）

第１回 １０：３０～１１：１５
第２回 １２：００～１２：４５
第３回 １３：３０～１４：１５

会 場：メッセウイング・みえ
内 容：実験キットを用いて、燃料電池や水素発電等を

体験しながら、水素・アンモニアについて学習
※内容は右の①～⑥と同じ

展示会：推進会議の取組内容、方向性をパネルにて掲載
するとともに、チラシを配布し、普及啓発を
行った。

参加人数：各回小学生等16名と保護者（全回満員）
併 催：三重県、いなべ市、みえ水素ステーション合同会

社、三重トヨタ自動車（株）と連携し、ＦＣＥＶ、
水素タンク等も展示

◆Yokkaichi Bauraミーティング
日 時：令和５年１０月２２日（日）

第１回 １１：００～１１：４５
第２回 １３：００～１３：４５
第３回 １５：００～１５：４５

会 場：四日市港四日市地区納屋防災緑地
内 容：実験キットを用いて、燃料電池や水素発電等を

体験しながら、水素・アンモニアについて学習
①備長炭発電の組立て
②チラシを使用して地球温暖化と水素の
関わりについて説明

③水素カーを使用して、水素で動く様子
を見ながら燃料電池の仕組みを説明

④水素ロケットを飛ばす体験を実施
⑤備長炭発電の通電実験
⑥水素についておさらい

参加人数：各回小学生等20名と保護者（全回満員）

中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議における普及活動WG

2050年のカーボンニュートラル達成に向け、新たなエネルギー資源として期待されている水素及びアンモニアの社会実
装を実現するため、中部圏の自治体や民間企業、経済団体等が参画する「中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議」（以
下、「推進会議」という。）に三重県、四日市港管理組合、四日市市等が参画しており、水素及びアンモニアのサプライ
チェーン構築や利活用の促進に向けた取組を推進。
推進会議による水素及びアンモニアの普及啓発事業として、令和５年10月22日（日）、12月10日（日）に小学生等を対

象とした「水素エネルギーで遊ぼう」ワークショップ及び展示会を開催。
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中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議
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水素普及啓発イベント

◆学んで遊ぼう！水素エネルギー

イオンと連携し、子ども向けの水素を使った体験イベントを実施。
イオンモール東員にて、水素ロケットの実験キットを使用した体験や燃料電池自動車の部品を展示
し、水素エネルギーの理解促進を図った。
１月27日（土）実施 参加者 31組

※イベント・展示協力 中部圏水素・アンモニア社会実装推進会議・豊田合成株式会社 いなべ工場

取組方向５ 次世代の地域エネルギー等の活用推進



１．三重県における新エネルギーの導入実績

２．現在の主な取組

３．今後の取組方針
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＜論点①：太陽光発電等の地域共生について＞

 三重県では、太陽光発電を中心に再エネ導入が進んでいる。（太陽光は全国で
７位、2023年３月現在）

 一方、地域住民から不適切管理による生活環境や景観への影響を懸念する相談
も多く寄せられており、三重県では、平成29年に太陽光発電の適正導入に関する
ガイドラインを制定し、計画段階から地域住民等とコミュニケーションを取ることなどを
定めて、適正導入を進めてきた。

 現在、全国的に地域共生に関する課題が広がり、国でも令和６年度から説明会の
強化など制度改正を予定。他県でもガイドラインや条例策定など事業規律強化の
動きがある。

 加えて、屋根置き太陽光に関するFIT価格の新区分創設等による立地誘導の取
組、将来的にはペロブスカイト等の新技術開発による適地の拡大（ビル壁面等）
なども期待される。

 こうした背景も踏まえ、再エネ設置事業者、再エネ使用者、地域住民など様々な視
点から、地域と共生した再エネ導入の在り方に関する課題や取組についてご意見
ご紹介をいただきたい。
（例：初期費用の低減が重要、地産地消・防災の観点が重要等）

主な課題と今後の取組に関する論点



地域住民からの主な相談

地域住民等からの相談件数 ５２５件

排水の問題 ４８件
地域住民への説明がない、または不十分 ８０件
太陽光発電施設の設置に対する不安の相談 ６９件
開発を中止させることはできないか ３９件
雑草の繁茂 ６８件
県ガイドラインの内容に関する質問 ９件
法令・条例の手続きに関する相談 ４４件
太陽光パネルからの反射光に関する相談 ８件
太陽光発電設備の損壊等に関する相談 ５件
標識、柵・塀等の未設置に関する苦情 ２５件
施工に対する苦情 ５５件
太陽光パネルの架台が簡易なことに対する危惧 １件
事業廃止後に太陽光発電施設が適切に撤去されるかに関する危惧 ３件

その他 ７１件
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津市 16件
四日市市 1件
伊勢市 1件
松阪市 2件
鈴鹿市 9件
鳥羽市 3件
いなべ市 1件
志摩市 1件
伊賀市 6件
川越町 1件
多気町 1件
大台町 5件
南伊勢町 1件
御浜町 5件

三重県 8
件

計 ６１件

問合せ状況(R5.4～R5.9)

草刈りが行われていない、連絡先が不明等の不適切管理、周辺住民への事前説明
が不十分、施設が立ってから排水状況が悪くなった等の相談が寄せられている。
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三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン

三重県では、平成29年７月より、三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインを策定し、太陽光発電施設
の設置に伴う防災・環境・景観上の懸念や地域住民と事業者の間に発生するトラブルに対応。

■地域住民とのコミュニケーション
事業者は、事業計画作成の初期段階から地域住民と
適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配
慮して事業を実施するよう努めてください。
・配慮すべき地域住民の範囲や説明会の開催、戸別訪
問など具体的な対応方法を市町に相談
・事業概要書等を用い地域住民に説明

■適正な保守点検・維持管理、事業終了時の廃止届の
提出
・国への事業計画認定申請時に提出した保守点検、維
持管理に関する実施計画に則り適正な保守点検・維持
管理を実施
・国へ事業の廃止届を行った場合は、速やかに写しを県、
市町に提出

■ガイドラインの適用対象施設
設 備：太陽光発電施設
設置場所：三重県内（隣接府県にまたがる場合を含む）
施設規模：出力５０ｋW以上（建築物に設置されるもの
を除く）

■区域の設定
国のガイドラインの考え方をふまえ、関係法令、条例の規定
による許可、届出が必要な区域を基本に、十分な考慮のう
え土地の選定、開発計画の策定が必要な区域を設定。

■事業概要書の提出
事業計画の早い段階で、事業概要書の提出。
提出先：県担当課及び施設の設置を計画している市町

担当課（太陽光発電施設が複数の市町に
またがる場合は、関係する全ての市町）

現行ガイドライン

・森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防三法の許認可の事前確認
・適用範囲の拡大：非FIT/FIPを含める10kW以上の太陽光発電設備
・周辺住民への事前説明会資料及び説明会の報告書の添付

今後の論点
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（参考）三重県内の市町における条例・ガイドラインの制定状況

自治体 非FIT
対象

（出力規模・
面積等）

行
政
処
分

不適切案件への対応 要点（当県との違い） 施行開始時期

四日市市
（四日市市太陽光発電施設設
置ガイドライン）

対象外 50kW以上 無
指導、他機関への情
報提供

〇「地域住民等への説明報
告書」を、市だけでなく地域に
も提出するよう事業者に求め
ている。
〇上記報告の受付後、記載
内容について住民に対して確
認を行っている。

平成30年4月1日

熊野市
（熊野市小規模太陽光発電施
設の設置に関するガイドライン）

対象外
10kW以上、
50kW未満

無
指導、他機関への情
報提供

平成31年1月15日

大台町
（大台町太陽光発電施設の設
置に関するガイドライン）

対象外 10kW以上 無
指導、他機関への情
報提供

〇事業概要書の他に、住民
への事前説明の内容を記載
する「事業説明報告書」 の提
出も必要。

平成29年4月1日

紀宝町
（紀宝町小規模太陽光発電施
設の設置に関するガイドライン）

対象外
10kW以上、
50kW未満

無
指導、他機関への情
報提供

令和元年10月1日

志摩市
（小規模な太陽光発電設備設
置事業に関するガイドライン）

対象
1,000㎡未満
or 50kW未満

無
指導、他機関への情
報提供

平成29年12月1日

■ガイドラインについて
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（参考）三重県内の市町における条例・ガイドラインの制定状況

■条例・要綱について

規制
種別

自治体 非FIT

対象
（出力規
模・面積
等）

行政
処分

不適切案件への
対応

要点（当県との違い） 施行開始時期

条例

志摩市
（志摩市における再生可能エネルギー
発電設備の設置と自然環境等の保全
との調和に関する条例）

対象

1,000㎡以
上
or 50kW以
上
or 海上含む
水域に設置

無

指導、助言、立
入調査、公表、
経済産業省への
報告

〇「事業抑制区域」を設置し、区域内での事業計画を知ったときは、
事業実施の抑制を依頼することができる。
〇依頼を受けた事業者は、30日以内に、事業を実施するかどうかにつ
いて文書で市長に回答しなければならない。

平成29年7月1日

条例

鳥羽市
（鳥羽市における再生可能エネルギー
発電事業と自然環境等の保全との調
和に関する条例）

対象

1,000㎡以
上
or 50kW以
上

無

指導、助言、立
入調査、公表、
経済産業省への
報告

〇「事業抑制区域」を設置し、区域内での事業計画を知ったときは、
事業実施の抑制を依頼することができる。
〇依頼を受けた事業者は、30日以内に、事業を実施するかどうかにつ
いて文書で市長に回答しなければならない。

平成30年3月27日

条例
名張市
（名張市太陽光発電設備に係る手続
き等に関する条例）

対象

発電した電
力を電気事
業者等へ供
給している設
備

無
指導、助言、立
入調査、公表

〇「配慮すべき地域住民」を具体的に規定し、説明会等を実施するな
ど、地域住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることを義務
化している。 令和2年4月1日

条例

南伊勢町
（南伊勢町自然環境等と再生可能エ
ネルギー発電事業との調和に関する条
例）

対象

1,000㎡以
上
or 50kW以
上
or 海上含む
水域に設置

無

指導、助言、立
入調査、公表、
経済産業省への
報告

〇「事業抑制区域」を設置し、区域内での事業計画を知ったときは、
事業実施の抑制を依頼することができる。
〇事業者に対し、事業計画の履行状況の報告を毎年求めることを規
定。
（保守点検の実施状況、生活環境及び景観の保全のための措置の
実施状況、等）

令和2年3月25日

要綱
伊賀市
（伊賀市太陽光発電施設設備設置に
関する指導要綱）

対象
1,000㎡以
上

無 指導、助言

〇5,000㎡以上の設置行為をしようとするときは、事前に市との協議が
必要。 平成28年4月1日

要綱
御浜町
（御浜町太陽光発電設備の設置に関
する指導要綱）

対象外
10kW以上、
50kW未満

無 指導、立入調査

〇事業計画を町に提出する前に地域住民への説明会（原則、日時
を指定し地域住民が一同に会するもの）の開催を要求。住民からの
合意が得られたら、自治会と協定を締結するように規定。
〇その後、町と事業者が協議し、合意が得られたら覚書を締結する。

平成30年11月1日
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（参考 再エネ特措法の改正）

■努力義務であった地域住民への事前周知の義務化
FIT/FIP認定事業については、地域住民への事前の説明なしに事業を実施することができ

なくなり、地域住民への説明がない/不十分であるとの問い合わせがあった事業に対しては、再エ
ネ特措法に基づき指導することが可能となる。（R6.4予定)
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（参考）電気事業法の改正

■低圧(50kW未満)の太陽光発電施設への規制強化
設置する設備に関して以前よりも詳細な情報を国へ届け出る必要があり、安全面から、設
備の工事、維持及び運用について適切に管理する体制が整っているか等、事前に確認され
る項目が増加。県内の低圧の太陽光発電設備について、安全面からの適切な管理が促さ
れる。（R5.3）



自治体 非FIT
対象

（出力規模・面積等）
規制区域の対象 行政処分 指導・処分内容 要点 施行開始時期

兵庫県
（太陽光発電施設等と地域環境と
の調和に関する条例）

対象 5,000㎡以上
有

（過料）

指導、助言、
勧告、公表、
過料（5万円以下）

工事着手60日前までに事業計
画の提出を求める。
事業計画の未届出や虚偽申告
等の場合の過料を規定。

平成29年3月23日

和歌山県
（和歌山県太陽光発電事業の実
施に関する条例）

対象 50kW以上
有

（認定取消）
勧告、命令、
認定取消、公表

事業実施の際は、事業計画を
作成し、事前に知事の認定を受け
る必要がある。 平成30年3月23日

岡山県
（岡山県太陽光発電施設の安全な
導入を促進する条例）

対象
規制区域内に設置され
る太陽光発電施設

地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
砂防指定地
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域

無
指導、助言、
立入調査、公表

土砂災害リスクの高い区域を、
設置禁止区域 or 設置に適さな
い区域とする。
区域内に設置する場合は、知事
の許可が必要。

令和元年10月1日

山形県
（山形県再生可能エネルギーと地域
の自然環境、歴史・文化的環境等と
の調和に関する条例）

対象 500kW以上
有

（認定取消）
勧告、命令、
認定取消、公表

事業開始前に事業計画案の提
出を求め、知事が当該事業計画
の認定を行う。

令和3年10月1日

山梨県
（山梨県太陽光発電施設の適正な
設置及び維持管理に関する条例）

対象 野立ての全て

森林法対象区域
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
砂防指定地
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

有
（過料）

指導、助言、
立入検査、
勧告、公表、
FIT認定取消要求、
過料（5万円以下）

規制区域内に設置する場合、
事前に知事の許可が必要。許可
なしで設置した場合の過料を規定。
FIT認定の取消要求に関する規
定がある。

令和3年10月1日

宮城県
（太陽光発電施設の設置等に関す
る条例）

対象 50kW以上

地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
砂防指定地
土砂災害特別警戒区域

有
（過料）

指導、助言、
立入検査、
勧告、公表、
過料（5万円以下）

規制区域内に設置する場合、
事前に知事の許可が必要。許可
なしで設置した場合の過料を規定。 令和4年10月1日

奈良県
（奈良県太陽光発電施設の設置
及び維持管理等に関する条例）

対象

5,000㎡以上
or

規制区域内に設置され
る太陽光発電施設

森林法対象区域
地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域
砂防指定地
土砂災害特別警戒区域
宅地造成工事規制区域

有
（許可取消、
過料）

指導、助言、
勧告、命令、
許可取消、公表、
過料（5万円以下）

5000㎡以上 or 規制区域内で
の設置には、知事の事前許可が
必要。

令和5年10月1日

49

（参考）他府県の条例制定状況
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（参考）屋根置き太陽光の新区分創設

2024年度における買取価格について、事業用太陽光発電（地上設置）については、
0.3円減少したものの、事業用太陽光発電（屋根設置）については、2023年度下半
期に増加した価格据え置きで設定。地上設置と比較し、2.8円高い価格となっている。
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（参考）ペロブスカイト太陽電池の特徴について
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（参考）ペロブスカイト太陽電池の開発状況について
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（参考）ペロブスカイト太陽電池の活用例
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＜論点②：洋上風力発電について＞

 国でも再エネ導入の切り札とされる洋上風力発電について、三重県の風況等を調
査したところ、一定の風況が良い地域もあることが判明。

 こうした背景を踏まえて、県としては、港湾の実現可能性に関する調査、景観上の
影響を検討するための３Ｄイメージデータ作成などを進めている。また、今後は、洋
上風力発電を導入した場合の経済波及効果等の必要な調査を進めるとともに、
市町との合同勉強会を実施する予定。

 また、国において、より沖合での浮体式洋上風力に向けた検討も進んでおり、ＧＩ
（グリーンイノベーション）基金を活用した実証、EEZなど大水深での浮体式風力
の実施に向けた法整備も進められている。

 加えて、蓄電池、水電解装置などの導入が進み、大規模電源を大需要地に送
電する流れから、エネルギー全体の地産地消に向けた動きもある。

 他地域では、漁業、観光、景観等に関する共生策などの検討を深めつつ洋上風
力発電を進めているが、三重県の産業構造や環境等の状況を踏まえ、三重県で
特に必要となる視点・論点について、ご意見をいただきたい。

主な課題と今後の取組に関する論点
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政策企画部企画課

(参考）「ゼロエミッションみえ」プロジェクト推進方針 ロードマップ



56

（参考）再エネ海域利用法について①

出典：経済産業省HP
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（参考）再エネ海域利用法について②

出典：経済産業省HP
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（参考）地域活性化につながる洋上風力発電イメージ

出典：経済産業省HP
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（参考）グリーンイノベーション基金について

出典：経済産業省HP
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（参考）

出典：経済産業省HP
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国は、日本の排他的経済水域（
EEZ）内に洋上風力発電設備の設置
を可能にする法律改正案の大枠を
とりまとめ、通常国会への改正案
の提出を目指している。

2024/01/26

洋上風力発電についてEEZ内設置に向け改正法案提出へ

（参考）排他的経済水域（EEZ）に関する法改正について

出典：海上保安庁HP（図）
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洋上風力発電に係る新たな産業創出の可能性調査・検討事業

洋上風力導入にあたり地域が有する特色について、着床式、浮体式別に適性評価する。さ
らに関係団体との情報交換会等を実施、他地域の動向、県内経済波及効果、先行利用者等に
ついて情報共有を図ります。

〇地域経済への影響調査について

令和6年度以降の取組

〇洋上風力発電に関する市町との合同勉強会

引き続き、庁内関係課及び市町とともに検討を進めます。

◆勉強会メンバー
・県（雇用経済部、政策企画部、環境生活部、農林水産部、観光部、県土整備部）
・伊勢市、鳥羽市、志摩市及び南伊勢町の関係部局

◆活動内容
・洋上風力発電に関する情報の共有
・洋上風力発電に関する課題・効果等の整理など
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＜論点③：まちづくり・産業転換など将来像について＞

 再エネの導入、カーボンニュートラルの実現にあたっては、地域でのまちづくりや防
災への対応、産業・雇用への影響・効果についても検討が必要。

 県内でも一部の市町で地域新電力を創設する等の電力の地産地消の動き、四
日市コンビナート等における水素アンモニア転換に向けた検討、洋上風力に関する
経済波及効果の検討などが進んでいる。

 また、国では、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をク
リーンエネルギー中心へ転換し、脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の３つ
を同時に実現するための「グリーントランスフォーメーション」（GX：Green 
Transformation）に関する基本方針を策定し、分野別戦略などを検討中。

 加えて、浮体式洋上浮力、ペロブスカイト、バイオ燃料等の実証・実用化などの研
究開発が進み、新たな産業の振興、新たなまちづくりの可能性もある。

 例えば、グリーン成長戦略では、「国民生活のメリット」として、様々な将来像が描
かれているが、三重県に求められる産業・エネルギーの姿をどのように考えるか、
検討にあたって必要な視点や御意見をいただきたい。
（例：大規模なエネルギー移出県、地産地消、実証フィールド等）

主な課題と今後の取組に関する論点



64出典：GX実行会議（第１０回）



65出典：GX実行会議（第１０回）



66出典：「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（概要資料）



67出典：「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（概要資料）



68出典：「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（概要資料）



69出典：「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（概要資料）
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（参考）国のカーボンニュートラルの広がり

出典：経済産業省HP


